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開 催 の ご 案 内      

 
 

目 ま ぐ るし く 変 動 す る昨 今 の 経 済 情 勢 を 反 映 し 、 労 働 者 を 使 用 する 事 業 にお

ける労 務 管 理 及 び労 働 災 害 防 止 のための知 識 は、経 営 者 及 び労 務 担 当 者 にと

って、企 業 経 営 上 のリスクマネジメントの観 点 からも益 々重 要 性 を増 しています。 

 このよ う な 中 、 こ の た び当 所 及 び 柏 労 働 基 準 協 会 ・野 田 市 の 共 催 によ り 、 労 務

管 理 講 習 会 を開 催 することになりました。 

企 業 の 経 営 者 ・ 労 務 担 当 者 と し て 、 こ れ だ け は 知 っ て お き た い 労 務 管 理 の 基

礎 について、労 働 基 準 法 はもちろんのこと、労 働 契 約 法 など民 事 的 な視 点 も織 り

交 ぜ、労 働 基 準 監 督 署 の担 当 官 より解 説 していただきます。 

当 所 ・基 準 協 会 の会 員 、非 会 員 を問 わず、どなたでも受 講 できますのでこの機

会 にぜひ、ご参 加 下 さい。 

 

日  時 ： 平 成２１年８月２７日 (木 )  

         午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ ４ 時 ３ ０ 分  

    会  場 ： 野 田 地 域 職 業 訓 練 セ ン タ ー  第 １ ･２ 研 修 室  

         (住 所  野 田 市 中 根 323-3 TEL 04-7121-1184) 

    内  容 ： 労 働 条 件 ・ 解 雇 ・ 賃 金 ・ 労 働 時 間  

        ・ 労 働 災 害 防 止 等 の 概 要  

    講  師 ： 柏 労 働 基 準 監 督 署  担 当 官  

    対  象 ： 企 業 経 営 者 、 人 事 労 務 担 当 者 な ど (業 種 は 問 い ま せ ん ) 

        労 務 管 理 の 基 礎 を 確 認 し て お き た い 方 に お 勧 め で す 。  

    定  員 ： ５ ０ 名  

    受 講 料 ： 無 料  

    共  催 ： 柏 労 働 基 準 協 会  野 田 商 工 会 議 所  野 田 市  

 

 

◎ お 申 込 み ・ お 問 合 せ 先  

   野 田 商 工 会 議 所  中 小 企 業 相 談 所  (担 当  岡 部 ) 

   野 田 市 中 野 台 168-1 

   TEL 04-7122-3585 FAX 04-7122-7185 

   E-Mail info@nodacci.or.jp 

 

  ◎ お 申 込 み 方 法  

   受 講 申 込 書 (裏 面 )に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 当 所 あ て FAX等 に て  

お 申 込 み 下 さ い 。  



 

Ｆ Ａ Ｘ ０ ４ － ７ １ ２ ２ － ７ １ ８ ５  野 田 商 工 会 議 所  行  

(か が み は 付 け ず 、 こ の ま ま 送 信 し て く だ さ い 。 ) 

 

 

労 働 基 準 協 会 公 開 講 座  

 

 

 

 

 

 

 ８ 月 ２ ７ 日 (木 )開 催 の 労 務 管 理 講 習 会 を 受 講 い た し ま す 。  

 

 

 企 業 名                             

 

企 業 の 所 在 地                          

 

連 絡 先 電 話 番 号                         

 

連 絡 担 当 者  

 職 名         氏 名             

 

受 講 者 氏 名 (受 講 さ れ る 全 員 の 方 の 職 名 ・ 氏 名 を ご 記 入 下 さ い 。 ) 

 

 職 名         氏 名             

 

 職 名         氏 名             

 

 職 名         氏 名             

 

  参 考 ： 受 講 企 業 が 次 の 団 体 の 会 員 で あ る 場 合 は ☑ を お 付 け 下 さ い 。  

     (会 員 で な く て も 受 講 で き ま す 。 ) 

 

□ 野 田 商 工 会 議 所    □ 柏 労 働 基 準 協 会  

 

 
 

 

※ ご 記 入 い た だ い た 情 報 は 、 当 所 ・ 基 準 協 会 か ら の 各 種 連 絡 ・ 情 報 提 供 の た め に  

利 用 す る 他 、 講 習 会 受 講 者 の 実 態 調 査 ・ 分 析 の た め に 利 用 す る こ と が ご ざ い ま す 。  


